
平
均
で
は
大
卒
、
高
卒
と
も
民
間
と
均
衡
し

ま
す
が
、
地
域
手
当
非
支
給
地
域
で
は
民
間

を
大
き
く
下
回
る
状
況
が
継
続
（
詳
細
は
次

の
人
事
院
説
明
会
の
記
事
参
照
）
し
ま
す
。

　
ま
た
、
一
時
金
に
つ
い
て
は
0.
1
月
分

（
小
数
点
以
下
2
桁
を
二
捨
三
入
、
七
捨
八

入
）
の
改
定
と
し
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当

を
そ
れ
ぞ
れ
0.
0
5
月
引
き
上
げ
ま
す
。

期
末
手
当
の
引
き
上
げ
は
1
9
9
7
年
以
来

　
年
ぶ
り
に
な
り
ま
す
。
人
事
院
は
期
末
手

当
と
勤
勉
手
当
の
比
率
を
民
間
の
一
律
支
給

分
と
査
定
支
給
分
の
比
率
に
合
致
さ
せ
る
こ

と
を
基
本
に
し
て
お
り
、
改
定
前
の
比
率

2.
4
月
：
2.
0
月
（
＝
　
：
　
）
が
ほ
ぼ
民

間
と
合
致
し
て
い
る
と
判
断
し
た
よ
う
で
す
。
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人
事
院
は
8
月
7
日
に
内
閣
お
よ
び
国
会

に
対
し
、①
公
務
員
人
事
管
理
に
関
す
る
報

告
②
職
員
の
勤
務
時
間
の
改
定
に
関
す
る
勧

告
③
職
員
の
給
与
に
関
す
る
報
告
④
職
員
の

給
与
の
改
定
に
関
す
る
勧
告（
ま
と
め
て「
人

勧
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
）
を
行
い
ま
し
た
。

　
例
年
の
人
勧
は
、ⅰ
給
与
に
関
す
る
報
告

ⅱ（
必
要
が
あ
れ
ば
）
給
与
改
定
に
関
す
る

勧
告
ⅲ
公
務
員
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告
ⅳ

（
必
要
が
あ
れ
ば
）
公
務
員
人
事
管
理
に
か

か
わ
る
法
改
正
の
勧
告
と
い
う
順
番
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
今
年
の
人
勧
は
「
公
務
員
人

事
管
理
に
関
す
る
報
告
」
が
先
頭
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
昨
年
は
　
ペ
ー
ジ
あ
っ

た
給
与
報
告
本
文
が
　
ペ
ー
ジ
と
ボ
リ
ュ
ー

ム
ダ
ウ
ン
し
て
お
り
、
通
例
だ
と
給
与
報
告

の
中
で
示
さ
れ
る
は
ず
の
「
給
与
制
度
の

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
」
の
骨
子
案
が
公
務
員
人
事

管
理
に
関
す
る
報
告
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　暑い日が続いています。8 月 1 日には大津の最
高気温が 38.5 度（彦根は 37.1 度）となり、エア
コンがフル稼働しています。寒い地域には寒冷地
手当があるのに暑い地域には何も手当がないのか
ということは、よく耳にする疑問です。
　太平洋戦争終戦後は、中国東北部（当時の満州）
の炭鉱を失い、国内の石炭価格が暴騰していまし
た。1946 年に、石炭ストーブが暖房の主な手段
であった北海道内に勤務する国家公務員に「石炭
手当」が支給されたのが寒冷地手当の始まりです。
　その後 1949 年に日本共産党の加藤充、日本社
会党の成田知巳両衆議院議員などが中心となって
「国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の
支給に関する法律案」が議員提案され成立しまし
た。この法律では家屋・被服等対策としての「寒
冷地手当」と燃料費対策としての「石炭手当」に

分かれており、寒冷地手当は北海道から本州の
寒冷地域にまで支給されていましたが、石炭手
当は暖房が石炭ストーブによらざるを得なかっ
た北海道に勤務する職員にのみ支給されていま
した。その後 1956 年に本州の寒冷地に勤務する
職員の燃料費対策として「薪炭手当」が制度化
されています。
　この制度は 8 月 31 日を基準日、11 月から 2
月を支給対象期間として、基準日に一括して支
給する手当で、「暖房用の薪炭や被服類は不需
要期の夏に購入した方が廉価で調達できるた
め」という説明などもあります。その後は寒冷
地手当に一元化され、1980 年頃には愛知川以
北の湖北地域や旧永源寺町などが支給対象に
なっていましたが、制度見直しのたびに対象地
域の縮小や手当額の削減が行われ、2005 年の

猛暑でエアコンの電気代が家計を圧迫しています。
北海道などでは寒冷地手当が支給されると聞きますが、
猛暑手当のようなものを新設すべきではありませんか。

いま、改めて考える憲法と地方自治

初任給大幅改定も地域手当非支給地では
依然大幅な「民高公低」
地域手当はこの1年の運動が勝負！！

　
給
与
報
告
で
は
①
2
0
2
3
年
4
月
の

民
間
給
与
と
国
家
公
務
員
給
与
の
格
差
は

3,
8
6
9
円（
0.
9
6
％
）公
務
が
下
回
っ

て
お
り
②
2
0
2
2
年
8
月
か
ら
2
0
2
3
年

7
月
ま
で
の
一
時
金
支
給
月
数
は
民
間

4.
4
9
月
分
で
公
務
（
4.
4
0
月
）
が

0.
0
9
月
分
下
回
っ
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
月
例
給
に
つ
い
て
は
、
行
政
職
（
一
）
は

高
卒
初
任
給
（
1
級
5
号
給
）
を
1
2,
0
0
0

円（
7.
8
％
）、
一
般
職
大
卒
初
任
給
（
1
級

　
号
給
）
を
1
1,
0
0
0
円
（
5.
9
％
）
そ

れ
ぞ
れ
引
上
げ
、
若
年
層
が
在
職
す
る
号
給
に

重
点
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
改
定
率
を
低
減
さ

せ
る
方
法
で
す
べ
て
の
号
給
で
最
低
で
も
千

円
の
引
上
げ
改
定
を
し
て
い
ま
す
。
他
の
給

料
表
も
行
（
一
）
と
の
均
衡
を
基
本
に
改
定

し
て
い
ま
す
。
今
回
の
初
任
給
改
定
で
全
国

　
人
事
院
近
畿
事
務
局
は
8
月
8
日
、
近
畿

公
務
共
闘
を
対
象
に
勧
告
説
明
会
を
開
催
し

ま
し
た
。
こ
れ
は
近
畿
事
務
局
を
会
場
に
本

院
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
結
び
、
実
務
担
当
者
向

け
資
料
な
ど
に
つ
い
て
本
院
担
当
者
が
説
明

し
、
各
参
加
者
の
質
疑
に
オ
ン
タ
イ
ム
で
回

答
す
る
形
式
で
し
た
。

　
滋
賀
自
治
労
連
は
、①
官
民
人
事
交
流
だ

け
で
な
く
国
と
地
方
と
の
フ
ラ
ッ
ト
な
人
事

交
流
を
検
討
す
べ
き
、②
外
部
人
材
の
採
用

だ
け
で
な
く
長
年
の
経
験
を
有
す
る
非
常
勤

職
員
の
正
規
採
用
を
検
討
す
べ
き
、③
地
域

手
当
を
大
ぐ
く
り
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
賃

金
セ
ン
サ
ス
を
用
い
た
賃
金
指
数
で
は
な

く
、
各
地
域
単
位
で
職
種
別
民
間
給
与
実
態

調
査
を
用
い
た
国
家
公
務
員
基
準
の
ラ
ス
パ

イ
レ
ス
比
較
を
行
い
、
全
国
平
均
と
の
較
差

を
用
い
て
地
域
手
当
の
支
給
率
を
決
定
す
べ

き
の
3
点
を
要
請
し
ま
し
た

　
な
お
、初
任
給
改
定
に
つ
い
て
人
事
院
は
、

「
初
任
給
を
1
万
円
を
超
え
て
引
き
上
げ
る

の
は
　
年
ぶ
り
で
あ
る
。
改
定
前
は
全
国

平
均
で
大
卒
初
任
給
は
約
8,
0
0
0
円
、

高
卒
初
任
給
は
約
9,
0
0
0
円
、
地
域
手

33

55

 25

  26

16

 14

当
不
支
給
地
の
場
合
は
大
卒
は
約

1
8,
0
0
0
円
、高
卒
は
約
1
5,
0
0
0
円
、

そ
れ
ぞ
れ
民
間
が
公
務
を
上
回
っ
て
い
る
。

今
回
の
改
定
に
よ
っ
て
全
国
平
均
で
は
公
務

が
民
間
を
上
回
る
が
、
地
域
手
当
不
支
給
地

で
は
依
然
と
し
て
改
定
後
も
公
務
が
民
間
よ

り
も
下
回
る
状
態
だ
」
と
し
ま
し
た
。

　

改正で旧余呉町と旧朽木村の一部、旧木之本町
の一部に支給地域が限定され、現在では県内へ
の支給はなくなっています。寒冷地手当は最低
気温と最高積雪深という基準で支給額が決定さ
れていました。
　一方で、近年の猛暑は日本国中どこでも発生
しており（8 月 7 日の北海道上平町では 38.7 度
を記録）、手当の計算に必要な「掛り増し費用」
をどのように計算するのか（電気の使用量増を
どう計算するのか、電力料金の高騰をどう見る
のか）など多くの問題があります。むしろ、北
海道でも冷房がないと熱中症の可能性がある状
況では、寒冷地手当のように地域限定の手当で
対応すべきではなく、生計費の中にエアコンの
償却費や電力料金を反映させ、基本給を引き上
げるべきではないでしょうか。

人
事
院
勧
告

2
0
2
3

45

人
事
院
説
明
会

市長会・町村会と給与制度のアップデートで懇談
　8 月 9 日、滋賀自治労連は県市長会と町村会を訪問し、おもに人事院勧
告で示された給与制度のアップデートについて「自治体の仲間人勧号外」
などを資料に懇談と意見交換を行いました。
　市長会との懇談では、滋賀自治労連が今回の勧告でも言及された「こど
も未来戦略方針」を示し、人材確保と少子化問題が密接に関連しているこ
とを指摘すると、明石事務局長は、「若い職員が自立し、結婚して子ども
を生み育てていくことができるような制度にしていくことが大事」としま
した。また、町村会との懇談では、地域手当の大ぐくり化について、滋賀
自治労連は「まだ具体的な中身はこれから議論される段階なので、町村会
としても国に対して意見や要望を上げていただくとともに、6 町一体での
議論や運動を深めてほしい」と要請。猪飼事務局長は、「町村にとって（地
域手当）は死活問題。いただいた要望は伝える」としました。

給
与
改
定
概
要



【問題】上の絵と下の絵を比べると７カ所
　　　  間違いがあります。どこでしょう。

▶ WEBで
簡単応募が
できます

《
3
4
2
号
（
二
次
締
切
） 》

　
　
　
　
　
　  《 

当
選
者
２
名 

》

西
藤 

ひ
と
み
様   

滋
賀
県
職

中
里 

有
里
子
様   

大
津
市
労
連

《
3
4
3
号
（
一
次
締
切
） 

》

                   《 

当
選
者
２
名 

》

（
一
次
締
切
）  

9
月
　
日
（
金
）

（
二
次
締
切
）
9
月
　
日
（
土
）

　
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で
図

書
カ
ー
ド
を
進
呈
。（
一
次
締

切
日
を
過
ぎ
て
郵
送
さ
れ
た
方

に
も
当
選
権
あ
り
。
二
次
締
切

当
選
者
は
翌
々
月
号
に
発
表
）

小
松
谷 

千
絵
様   

滋
賀
県
職

松
本 

の
り
子
様   

大
津
市
労
連

《
前
号
の
正
解
》
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ

【
応
募
方
法
】

　
W
E
B
・
ハ
ガ
キ
又
は

F
A
X
で
。
答
え
、
住
所
、

氏
名
、
単
組
名
、
職
場
の
で
き

ご
と
、
話
題
、
家
族
の
た
よ
り

な
ど
、
ひ
と
こ
と
お
書
き
く
だ

さ
い
。（
匿
名
不
可
）

【
送
り
先
】

〒
５
２
０̶

０
０
５
１

大
津
市
梅
林
一
丁
目
３ ̶

こ
う
ぜ
ん
ビ
ル
１
F
滋
賀
県

自
治
体
労
働
組
合
総
連
合

F
A
X
０
７
７（
５
２
７
）５
５
２
２

30

1530

　◎
職
場
で
コ
ロ
ナ
前
に
し
て
い
た
活

動
が
少
し
ず
つ
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

嬉
し
い
で
す
。
患
者
様
、
家
族
様
に
喜

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
気
を
つ
け
な

が
ら
や
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

　
　
　
　      

S.
M
  

大
津
市
労
連

　◎
温
暖
化
と
こ
れ
（
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
）

の
影
響
？
で
猛
暑
が
続
く
の
か…

？
プ

ラ
ン
タ
ー
の
植
物
た
ち
に
も
、
一
日
た

り
と
も
水
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
何
だ
か
、

悲
鳴
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な…

『
み
、

水
を
く
れ
〜
！
』
っ
て
。

        

 
 
 
 
A.
N
  

自
治
体
一
般

 

　◎
コ
ロ
ナ
が
収
ま
り
、
職
場
で
も
マ

ス
ク
を
外
す
人
が
ふ
え
て
き
ま
し
た
。
こ

こ
1
〜
2
年
に
入
ら
れ
た
方
は
目
だ
け
見

て
い
た
時
と
全
く
印
象
が
違
う
の
で
驚
い

て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
マ
ス
ク
が
な
い
方

が
表
情
が
わ
か
っ
て
い
い
で
す
ね
。

                       

C.
K
  

滋
賀
県
職

　◎
家
族
で
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
て
き

ま
し
た
。花
火
に
バ
ー
べ
キ
ュ
ー
、プ
ー

ル
と
楽
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
で
き

て
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　    

A.
T
 
栗
東
市
職

　◎ 

１
泊
2
日
で
祖
父
母
の
家
に
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地域手当の大ぐくり化は
この秋から来春闘までが勝負 !
　地域手当が支給されない市町村の人材確
保については、自治体の存立を揺るがしか
ねない事態となっています。ここで強調し
ておきたいのは、地域手当の性格が国家公
務員と地方公務員では全く異なるものだと

住民の幸せと自分の幸せを重ね合わせて公共を取り戻そう！

滋賀自治労連　
杉本　高さん

行
き
ま
し
た
。
年
に
２
回
ほ
ど
し
か

会
う
機
会
が
な
く
、
元
気
そ
う
に
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
嬉
し
い
で

す
。
た
だ
、「
動
く
の
が
大
変
」
等
の

よ
う
に
年
々
、
年
を
重
ね
て
い
る
ん

だ
な
と
思
う
こ
と
が
増
え
、
あ
と
何

回
会
え
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
い
、

寂
し
さ
も
感
じ
て
い
ま
す
。
一
緒
に

い
る
時
間
を
大
切
に
過
ご
し
て
い
き

た
い
で
す
。

 
 
 
 
 
 
H.
I
  

日
野
町
職
労

自 治 労 連 第 45  回 定 期 大 会 in  宇 部

8 月27～29日にかけて、自治労連は第 45 回定期大会を山口県宇部市で開催し、新年度の運動方針と役員体制を確立。4 年ぶりの
完全リアル開催に全国各地から500人以上が参加し、滋賀からものべ 16人が参加・交流しました。以下、本大会での滋賀からの
発言概要（2 名）を報告します。

日野町職労　田村　義朗さん

コロナ危機を乗り越えて
得たかけがえのない成果
全国の仲間とつながる
　滋賀の青年部を代表して、2022 年に「近畿
ブロック青年未来プロジェクト」として開催し
た「ガシッとつながろう！クリスマス交流会」
について発言します。
　本企画は近畿 2 府 4 県の組合員を対象に昨
年 12 月 11 日に開催され、86 人が参加する
大きなイベントとなりました。当時は、新
型コロナウイルス感染症も 5 類分類を受け
る以前の時期であり、感染症の対策を充分
に行いながら、コロナによって長らく機会
を失った組合間の繋がりを、再度ガシッと取り
戻すことを目標と合言葉に取り組みました。
　街歩きスタンプラリー「ミッション 9」で
は、各チームが「動物の写真を撮る！」「ご
当地マスコットの写真！」などの 9つのミッ
ションに対し、LINE オープンチャットに写
真を投稿してスタンプラリーを行いました。
また、「オンライン地方クイズ大会」では、
各府県のチームで作成した問題を別のチーム
が回答するクイズ大会で盛り上がりました。
当初は、「オンラインでは交流が制限される
のではないか」という懸念も強く緊張感もあ
りましたが、競い合うように和気あいあいと
した雰囲気の写真が流れ出し、お題に関係な
いような雑談まで飛び交い、目的以上に成功
を実感できました。また、各府県のご当地に
関する企画を通じて、自らの自治体の魅力を
再発見する大きな手応えにもつながり、自治
体職員労働組合という要素を思いがけず反映
する内容になりました。
　本日は全国の各組合がリアルで一堂に会
する記念すべき日になりましたが、遠く離
れた地域の仲間たちと交流する方法を新た

に発見できたことは、コロナ危機という大
きな困難を乗り越えたことで得られたかけ
がえのない成果だと思います。今後も全国
の仲間とつながり続ける第一歩にできれば
と期待しています。
　最後に日野町職労としての要望です。日野
町は東近江市と甲賀市という地域手当が支給
される自治体に囲まれており、地域手当が支
給されない当町は保育士や保健師といった専
門職を中心に採用試験の受験者すら確保でき
ていません。国では地域手当の支給地域につ
いて見直しが行われると聞いています。ぜひ
とも、隣り合った市町で地域手当が出る、出
ないといった人材確
保に影響を及ぼす
ような格差をな
くす制度改正と
なるよう、自治
労連本部の取り
組みをお願いし
て私の発言を終
わります。
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いうことです。国家公務員にとっては地域
手当原資をどのように配分するのかという
問題であり、地域手当の支給率で不満があ
れば霞が関に転勤すれば 20％支給されます
よ、という問題でもあります。地方自治体
でも人事委員会を持つ都道府県や政令市な
どでは、民調に基づく公民比較により賃金
水準が設定できます。しかし、人事委員会
を持たない市町村にとっては、総務省によ
る財政的ペナルテイもあり、地域手当は給
与水準を固定化する問題だということです。
ある市町村で採用された職員は中途退職や
人事交流等がない限り定年までその市町村
で勤務します。地域手当の差が大きな年収
格差となり、生涯賃金格差になります。退
職手当に地域手当は反映されませんが、年
金制度改革により共済組合掛金や年金支給
額に地域手当が影響しますので、地域手当
による格差が死ぬまで続くということです。
　人事院勧告や地方人事委員会勧告が、職
種別民間給与実態調査を用いているのに、
地域手当だけは賃金センサスを用いていま
す。調査対象の企業規模や抽出率、医師や
研究職といった民調では対象外とされてい
る職種が調査対象となっていることなどが
隣り合う自治体で大きな差が出る矛盾を生
んでいます。
　人事院は 23 人勧の公務員人事管理に関す
る報告の中で、いわゆる「給与制度のアッ
プデート」の骨子案を示しました。その中
で地域手当の支給区分地域の大ぐくり化の
方向性が示され、来年の勧告で具体的な内
容を示します、この秋から来春闘までが勝
負です。
　滋賀自治労連では、人口 5 万人以上で唯
一地域手当が支給されていない近江八幡市
と 7 月に懇談し、この秋の近畿市長会の重
点要望事項とすることができました。勧告
直後の 8 月 9 日には県市長会、町村会とも
懇談し、国に対して要望・運動するように
求めました。今後は県内すべての自治体の

人事当局との懇談・要請に向けて取り組むこととしています。全国の皆
さんの一日も早い立ち上がりを訴えるとともに、本部の素早い情報提供
と効果的な運動方針の提起と行動を求めておきます。

※定期大会は 13 時から同会場で行います


